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２．委員紹介 
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４．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について 
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  浅羽委員、石川委員、石田委員、梅木委員、小尾委員、古笛委員、関野委員、辻委員、

中川委員、野口委員、古尾谷委員、前田委員 

 

（事務局） 

  白岩行政管理局長 

  渡部事務局長 

  長瀬参事官 

  飯村企画官 
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○渡部事務局長 それでは、ただいまより第２６９回官民競争入札等監理委員会を始めさ

せていただきます。 

 私は、当委員会の庶務を務めます事務局長の渡部でございます。 

 本日は、本年７月２１日の本委員会委員改選後、第６期の初めての開催となっておりま

すので、委員長が選任されるまでの間、議事進行を務めさせていただきます。 

 初めに、総務省の白岩行政管理局長から御挨拶を申し上げます。 

○白岩行政管理局長 座ったままで失礼いたします。委員の皆様方におかれましては、官

民競争入札等監理委員会委員をお引受けいただき、また本日も御多忙のところ御出席を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 本委員会は、公共サービス改革法に基づく第三者機関であり、公共サービスへの競争の

導入による改革の実施のプロセス全般について、透明性、中立性及び公平性を確保する重

要な役割を担っていただいております。 

 平成１８年の法制定以来５期１５年間にわたる活動は、法の対象を４１０事業とし、そ

の効率化や内容の充実、単年度換算で約２２０億円の経費削減といった実績となっており

ます。新型コロナウイルス感染症が拡大する中でも熱心に御審議をいただき、今後、入札

実施要領を定める際の留意事項をおまとめいただきました。ウィズコロナや働き方改革で

公共サービスをめぐる環境が大きく変わってきていることを踏まえ、実施府省に対し、そ

れらの影響の事前の見極めや民間事業者とのコミュニケーションを求める内容は、先般、

７月９日に閣議決定した公共サービス改革基本方針に盛り込まれております。 

 民間事業者の創意工夫を反映させて、より良質かつ低廉な公共サービスを実現するとい

うニーズは絶えることはございません。今後も、本委員会が課題を敏感に捉え、処方を提

示していただくことは大変重要であると考えております。事務局としましても、全力で取

り組んでまいる所存でございます。 

 委員の皆様におかれましては、よろしく御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

○渡部事務局長 本日の議題でございますが、お手元議事次第のとおりでございます。 

 まず、資料１を御覧ください。委員の御紹介をさせていただきます。名簿の掲載順のと

おりでございますが、まず浅羽委員です。一言御挨拶をお願いいたします。 

○浅羽委員 浅羽でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。石上委員は本日所用のため、御欠席でござい

ます。 

 続いて、石川委員です。一言御挨拶をお願いいたします。 

○石川委員 こんにちは。日本大学の石川でございます。皆様のお役に立てますよう尽力

したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。石田委員、お願いいたします。 
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○石田委員 初めまして、文教大学の石田と申します。公会計と行政評価に強い関心を持

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。梅木委員、お願いいたします。 

○梅木委員 ありがとうございます。ＰｗＣあらた有限責任監査法人の梅木です。私、公

認会計士という立場で参加させていただきます。皆様とよりよい議論を深めていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございます。小尾委員、お願いいたします。 

○小尾委員 東工大の小尾と申します。私は、どちらかというとシステム関係、ＯＡ関係

の件に強いということで、そこの部分について比較的大きなお金が動くところですので、

尽力していきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。古笛委員、お願いいたします。 

○古笛委員 弁護士の古笛です。よろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。関野委員、お願いいたします。 

○関野委員 関野でございます。今回で２期目になりますけれども、特に今、御挨拶のあ

りました小尾先生と梅木先生よろしくお願いします。 

 以上です。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。続きまして、辻委員、お願いいたします。 

○辻委員 弁護士の辻でございます。よろしくお願いいたします。私、地方自治体でも業

務を実施しておりますので、この方面からも微力ながらお役に立てればと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。続いて、中川委員、お願いいたします。 

○中川委員 ノキアジャパンの中川でございます。このたび２期目となります。微力なが

ら少しでも貢献できるように努力してまいりたいと思います。皆様よろしくお願いいたし

ます。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。続いて、野口委員、お願いいたします。 

○野口委員 早稲田大学政治経済学術院の野口晴子と申します。専門は医療経済学なので

すが、こういった行政関連の評価というものも研究の中で一部やっております。大変微力

ではありますが、皆さんと一緒にいろいろと勉強させていただきながら、少しでもお役に

立てればと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。続きまして、古尾谷委員、お願いいたします。 

○古尾谷委員 全国知事会の古屋谷です。２期目になります。よろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。続いて、前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 前田でございます。今回新たに委員を拝命いたしました。ただいまちばぎん

総合研究所というところで社長を務めております。私としては金融経済界におりますし、

それから自治体の案件も手がけるシンクタンク、それから千葉県、これは首都圏でありま

すけれども、地方という側面も持っていると思いますので、そういった視点から少しでも
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本委員会の議論に貢献できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。今期、当委員会の委員は以上の１３名の方々

となります。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

 なお、事務局で人事異動がありまして、新たに長瀬参事官が着任しておりますので、一

言御挨拶申し上げます。 

○長瀬参事官 ７月から事務局に着任いたしました長瀬と申します。小原の後任で着任を

いたしております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○渡部事務局長 続きまして、委員長を決めさせていただきたいと思います。お手元の資

料２を御覧ください。公共サービス改革法第４２条第１項のところでございますが、「委員

会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める」と規定されております。 

 つきましては、委員長の互選をお願いしたいと思います。どなたか御推薦をいただける

方はございますでしょうか。古笛委員、お願いいたします。 

○古笛委員 委員長につきましては、浅羽委員にお願いしたいと思います。浅羽委員にお

かれましては、平成２７年から今日まで、当委員会の中心としてずっと御活躍されました

ので、委員長に適任であると思いますので、お願いしたいと思います。 

○渡部事務局長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。よろしゅうござ

いますか。 

 それでは、浅羽委員に委員長をお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○渡部事務局長 ありがとうございます。委員の皆様の御了承によりまして、監理委員会

の委員長に浅羽委員が選任されました。 

 それでは、浅羽委員長、改めて御挨拶をよろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 成蹊大学の浅羽と申します。改めまして、御挨拶申し上げたいと思います。 

 ２期目、あるいは３期目の委員の方は既に御承知のとおりだと思いますけれども、本委

員会の委員や事務局の方々にとりまして、官民競争入札等監理委員会の仕事には何か利権

があるというわけではもちろんなく、特別な秘密の情報を入手できるといったこともあり

ませんし、ここで仕事をしたら、次に何か非常に経済的に魅力のある仕事に結びつくとい

ったこともありません。それどころか、官民競争入札の実施府省などから嫌な顔をされた

り、あるいは小委員会での審議に長い時間を取られるといったこともありました。 

 しかしながら、私たちの後ろには国民や住民がいます。同じ費用をかけるのであれば、

よりよい行政サービスを提供できるようにすることで、みんなの効用が高まるでしょう。

また、同じ内容の行政サービスを少ない費用で実施できれば、その分を別のサービスに充

当したり、債務を圧縮したり、あるいは増税を回避したりといったことが考えられます。

無論、いわゆる安かろう悪かろうになったり、安定した行政サービスの提供ができなくな

ったりする、こういったことがないようにしなければいけませんので、審議には十分に注

意が必要だということは言うまでもありません。 
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 また、先ほど局長からお話がありましたとおり、コロナ禍という、これまでにない厳し

い状況やＡＩをはじめとした新しい技術の発展など、私どもを取り巻く環境も日々大きく

変化しておりまして、それらへの対応も当然考えていかなければいけません。 

 本日より、私はこうした重責の一端を委員長という立場で担うことになりますが、委員

や事務局の皆様の御協力というよりも、ほとんど御指導をいただくことなくして、十分な

成果を上げ、３年間の任期を全うすることはとてもできないと思います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○渡部事務局長 ありがとうございました。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、浅羽委員長にお願いをいたします。 

○浅羽委員長 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 引き続き、お手元の資料２を御覧ください。官民競争入札等監理委員会関係法令と書か

れたものです。公共サービス改革法第４２条第３項の規定によりますと、委員長代理をあ

らかじめ指名することになっております。そのため、私から指名させていただきたいと思

います。委員長代理には、３期目になります古笛委員を指名したいと思います。古笛委員、

よろしいでしょうか。 

○古笛委員 よろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 古笛委員に御了承いただきましたので、委員長代理を古笛委員にお願いい

たします。 

 それでは、古笛委員長代理から改めて一言御挨拶をいただきたいと思います。 

○古笛委員長代理 委員長代理に選任していただきました弁護士の古笛です。気づいたら

３期目になっていたんですけれども、私は官民競争入札について専門的な意見を持ってい

るわけではないんですが、委員の先生方、事務局の皆様に助けていただきながら、委員長

代理として務めさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 古笛委員長代理どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、長瀬参事官、官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について説明をお

願いします。 

○長瀬参事官 それでは、資料３を御覧いただきたいと思います。当面の進め方でござい

ますが、ここに記しておりますとおり、本委員会と小委員会において審議をいただくとい

うものでございます。 

 １ポツが本委員会でございます。基本方針案を含めまして、全般的事項を御審議いただ

きます。また、進め方でございますが、おおむね月１回程度としつつ、対面・実地の会議

のほかに書面での審議の方法も含めて、執り進めていただいてはどうかというものでござ

います。 

 ２ポツ以下が小委員会でございます。公共サービス改革小委員会、ここでは対象事業の

選定を中心に御審議いただくということでございます。 



 -5- 

 ３ポツが入札監理小委員会、これは個別の対象事項ごとの審議といたしまして、入札に

関する実施要項案ですとか、事業の実施状況に関する評価案について御審議をいただくと

いうことで、下に書いてございますＡ、Ｂ、Ｃのそれぞれの分野を分担いただいて、御審

議いただいてはどうかというものでございます。 

 次のページ、４ポツ、企画小委員会、これは前期までにはなかったものでございますが、

国・地方公共団体を含めました公共サービス改革の在り方につきまして、御審議をいただ

くものでございます。 

 関連しまして、前期第５期におきましては、地方公共サービス小委、あるいは業務フロ

ーコストの分析のワーキンググループというところがございました。そこでの成果も継承

していただきつつ、先ほど委員長からもお話がございましたが、公共サービスをめぐる様々

な環境変化がございますので、そういった状況を踏まえた上で、今後の取組の在り方、方

向性について御審議をいただいてはどうかというものでございます。 

 最後のページ、進め方でございます。左の欄は対象事業の選定に関するものでございま

す。秋から選定方針をおまとめいただいた上で、以降、並行して事務的な整理も進めさせ

ていただきつつ、選定対象の事業について御議論をいただく。併せて、特に必要なものに

ついては関係府省からのヒアリングも年明けめどのタイミングで行っていただき、来年夏

の基本方針に向けて進めていただいてはどうかというものでございます。右の欄は個別事

業についての審議でございます。秋の期間は、主に次年度からの事業開始に向けた入札の

実施要項案の審議を中心に御議論をいただく。そして春は、事業の評価を中心に御議論い

ただくということではどうかというものでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 改めまして、資料２の８ページを御覧いただきたいと思います。趣旨、位置付け等は、

御説明いただいたとおりでございます。 

 特に、今回は企画小委員会が新しいものとして位置づけられます。こちらの（１）と（３）

におきまして、小委員会の担当委員及び主査につきましては、委員長が指名することとな

っております。そのため、ここで官民競争入札等監理委員会各小委員会別担当委員・専門

委員一覧（案）というものがございます。こういった青の文字の入っているものでござい

ます。そちらに案を掲載しております。一つ一つ確認していきたいと思います。 

 まず一番上、公共サービス改革小委員会につきましては、主査を私、浅羽が、副主査を

石上委員、古笛委員、関野委員、辻委員、中川委員としたいと考えております。真ん中の

入札監理小委員会につきましては、Ａグループの主査を古笛委員長代理、副主査を石田委

員、辻委員、Ｂグループ主査を関野委員、副主査を梅木委員、小尾委員、Ｃグループ主査

を中川委員、副主査を辻委員及び私としたいと考えております。最後に、企画小委員会に

つきましては、主査を梅木委員並びに古尾谷委員、副主査を石川委員、辻委員、野口委員

としたいと考えております。 
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 以上でございますが、ただいまの案につきまして御意見、御質問等ございましたら、発

言をお願いします。大丈夫でしょうか。 

 ちなみに、この監理委員会の担当委員・専門委員の並びですけれども、主査や副主査の

ところは五十音順で機械的に並べておりますので、特にこれによって仕事の割り振りが決

まる等々といったことではございません。それぞれの委員会の中で、主査及び副主査とし

てお願いするものでございます。 

 それでは、当面の進め方及び役割分担につきまして、異存はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浅羽委員長 どうもありがとうございます。それでは、御異存はないようですので、こ

の案で決定したいと思います。 

 その他の資料につきましては、事務局より説明をお願いいたします。 

○長瀬参事官 まず、資料４でございます。これは前期の御審議の成果を活かして閣議決

定いたしました公共サービス改革基本方針でございます。 

 次の資料５でございます。公共サービス改革報告書でございます。これは前期第５期の

活動報告といたしまして、委員お一人お一人の御所見も含めてまとめていただいたもので

ございます。今後の活動の示唆となり得るものでございますので、後ほど御覧いただけれ

ば幸いでございます。 

 先ほど委員長から御指名ございました委員・専門委員の一覧でございますが、こちらの

ほうは後日、会議資料と併せてホームページに公表させていただく運びでございます。 

 以上でございます。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。 

 特にないようですので、これにて本日の監理委員会を終了いたしたいと思います。どう

もありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


